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1.はじめに 

無電柱化とは、電線共同溝を整備し、電線類を地中に埋設する等の方法により、

道路上から電柱を無くすことを指す。道路上の電柱は、道路管理者の許可を得て設

置されたものであるが、景観を損ねる要因となるばかりでなく、歩行者や車椅子の

通行を妨げ、自然災害が発生した際には、倒壊した電柱が道路を塞ぎ、その後の道

路啓開活動の支障となる恐れがある。 

本県は亜熱帯気候に属し、台風が毎年接近する常襲地帯である。県内ではこれま

でも台風による電柱倒壊の被害が発生しており、特に最大瞬間風速74.1m/s を記録

した平成15 年9 月の台風14 号では、宮古島市内で約800 本の電柱が倒壊し、緊

急車両の通行、生活物資の輸送、ライフライン(電力・通信)の安定供給に大きな影

響を及ぼした。 

また、近年においても、台風や豪雨等の災害では、倒木や飛来物起因の電柱倒壊

による停電並びに通信障害が⾧期間に及ぶケースも報告されており、電力や通信の

レジリエンス強化が求められているところである。 

これまで本県においては、国の電線類地中化計画に基づき、平成3 年から無電柱

化に着手し、令和元年度末までに県内で約160kmの整備が完了し、本市内において

も約57km(うち市管理約15kmを含む)の整備が完了している。 

平成28 年12 月には「無電柱化の推進に関する法律(以下、無電柱化法とい

う。)」が施行され、無電柱化法第8 条において「国の策定する無電柱化推進計画を

基本として、都道府県(市町村)の区域における無電柱化の推進に関する施策につい

ての計画である都道府県(市町村)無電柱化推進計画を策定するよう努めなければな

らない」とされた。これらを踏まえ、本市における無電柱化をさらに推進し、今後

の無電柱化の基本的な方針、目標等を定めるために、無電柱化法に基づく「那覇市

無電柱化推進計画」を策定する。 
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２.無電柱化の現状 

２.１ 諸外国、全国の無電柱化状況 

ロンドンやパリ等のヨーロッパの各都市や香港・シンガポール等のアジアの各都

市では無電柱化が広く普及しているが、日本の主要都市においては、無電柱化率が

東京23 区で8%、大阪市で6%と諸外国と比較して低調であり、本県の無電柱化率

は約1.6%、47都道府県中10 位である。なお、那覇市が管理する路線での無電柱化

率は約1.5%であり、県と同水準である。 
 

表2-1 世界各国の主要都市と日本の無電柱化の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ロンドン、パリは海外電力調査会調べによる2004 年の状況(ケーブル延⾧ベース) 

※２ 香港は国際建設技術協会調べによる2004 年の状況(ケーブル延⾧ベース) 

※３ シンガポールは『POWER QUALITY INITIATIVES IN SINGAPORE, CIRED2001, Singapore, 2001』

による2001 年の状況(ケーブル延⾧ベース) 

※４ 台北は台北市道路管線情報センター資料による台北市区の2015 年の状況(ケーブル延⾧ベース) 

※５ ソウルは韓国電力統計2017 による2017 年の状況(ケーブル延⾧ベース) 

※６ 日本は国土交通省調べによる2017 年度末(平成29 年度末)の状況(道路延⾧ベース) 

(出典:国土交通省ホームページ) 

 

表2-2 無電柱化の整備状況(都道府県)平成29年度末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 全道路(高速自動車国道及び高速道路会社管理道路を除く)のうち、電柱、電線類のない延⾧の割合

（Ｈ２９年度末）で各道路管理者より聞き取りをしたもの 

（出典:国土交通省ホームページ） 

沖縄県 無電柱化率 約 1.6% 
※第 10 位(47 都道府県中) 
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２.2 那覇市の無電柱化状況 

本市内では、国が定めた電線類地中化計画に基づき、平成3年から無電柱化事業に

着手し、電線共同溝方式や要請者負担方式によって令和元年度末までに約57kmの電

線共同溝整備が完了している。 
 
表2-3 那覇市内での整備延⾧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
図2-1 整備完了路線 県道39号線 (泉崎)        図2-2 整備完了路線 天久安里線 (おもろまち)  
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３.無電柱化の推進に関する基本的な方針 

３.１ 今後の無電柱化の取り組み姿勢 

無電柱化法第2 条では「無電柱化の推進は、地域住民の意向を踏まえつつ、地域

住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に資するよう行わなければな

らない。」とされている。これまで本市内では、比較的沿道の需要密度が高い幹線

道路を中心に無電柱化を進めてきたが、今後は県民、市民ならびに関係者の理解や

協力を得ながら、防災性の向上、安全で快適な通行空間の確保ならびに良好な景観

の形成が必要となる路線において、さらなる推進を図る必要がある。 

 

３.２ 無電柱化の目的 

(１) 防災性の向上 

台風、地震ならびに津波等自然災害による電柱の倒壊は、緊急輸送道路等を遮断

し、救助活動や緊急車両の通行、生活物資の輸送等道路啓開活動に多大な影響を及

ぼす。緊急輸送道路等や避難所や啓開拠点を連絡する路線においては、優先的に無

電柱化を実施し防災性の向上を図る。 

上記に加えて、⾧期停電や通信障害の防止を目的とする区間等が重複する区間に

ついても電線管理者等と連携して防災性の向上を図る。 
 

(２) 安全で快適な通行空間の確保 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特定道路や移動

等円滑化基本構想に位置付けられた生活関連経路その他駅周辺等の高齢者、障害者

等の歩行者の多いバリアフリー化が必要な道路、人通りの多い商店街等、学校周辺

の通学路、歩行者が路側帯内にある電柱を避けて車道にはみ出すような道路、車道

の建築限界内に電柱が設置されている道路等安全かつ円滑な交通の確保のために必

要な道路の無電柱化を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図3-1 整備前 石嶺福祉センター線(首里石嶺町)      図3-2 整備後 石嶺福祉センター線(首里石嶺町) 
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(３) 良好な景観の形成 

本市は豊かな自然環境と固有の歴史文化から形成された景観を有しており、それ

らが、県民、市民のみならず、本市を訪れる多くの観光客にも評価されている。 

このような景観を保全・育成することは、地域の魅力を向上させるとともに、観

光振興にも大きな役割を果たすことから、「那覇らしい景観」や「地域の特性を活

かした景観」の実現に向け、歴史的、伝統的景観や眺望景観の保全・育成、シンボ

ルロードや地域の顔となる道路、ランドマーク周辺の景観向上等を図るために無電

柱化を推進する。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図3-3 良好な景観 (首里山川町)                 図3-4 良好な景観 (首里当蔵町)  
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４.無電柱化推進計画の期間、対象路線及び目標 

４.１ 計画の期間 

本計画の期間は､令和３年度(2021 年度)から令和12年度(2030 年度)までの10年

間とする｡ 

 

４.２ 計画の対象路線 

（１）対象路線の選定方法 

 前章で定めた基本方針に基づき、市が無電柱化を推進する対象路線の選定にあた

っては、表4-1に基づき行う。 

 
表４-１ 対象路線の選定基準 

基本方針 
（無電柱化の

目的） 
選定基準 

上位計画 

・関連計画 

防災性の 

向上 

 以下の道路に該当する場合は、防災性を向上

すべき路線として選定します。 
 

○緊急輸送道路等 

 緊急輸送を確保するために必要な道路として

指定した路線等。 

○防災拠点等へのアクセス道路 

○第５次那覇市総合計画

（H30） 

○那覇市都市計画マスター

プラン（R２） 

○沖縄県緊急輸送道路   

ネットワーク計画（H31） 

○那覇市地域防災計画

（R2） 等 

安全で 

快適な 

通行空間の

確保 

 以下の道路に該当する場合は、安全で快適な

通行空間を確保すべき路線として選定します。 
 

○バリアフリー化が必要な道路 

新設路線（拡幅を伴う路線）及びバリアフリ

ー法に基づく特定道路に指定した路線。なお、

拡幅を伴わない場合は、有効幅員の確保が２ｍ

以上可能な路線。 

○多様な移動手段の利用環境の向上・充実が必

要な道路等 

○第５次那覇市総合計画

（H30） 

○那覇市都市計画マスター

プラン（R２） 

○那覇市バリアフリー   

基本構想（R2） 

○那覇市交通基本計画

（H24） 等 

良好な景観

の形成 

 以下の道路に該当する場合は、良好な景観を

形成すべき路線として選定します。 
 

○歴史的、伝統的景観や眺望景観の保全・育成

が必要な道路等 

○第５次那覇市総合計画

（H30） 

○那覇市都市計画マスター

プラン（R２） 

○那覇市景観計画（H23）  

 等 

※将来的に無電柱化の必要性が見込まれる路線について、道路の新設または拡幅と

一体的に電線共同溝の整備を行う同時整備を基本とする。 

 

（２）対象路線 

表4-1に基づき選定した本計画の対象路線については、別表に示す。 

 

４.３ 計画の目標 

整備中及び整備予定の対象路線については、本計画に基づき、継続して無電柱化

を図る｡ 

  



8 
 

５.無電柱化事業の整備方法 

５.１ 事業手法 

無電柱化を推進するため、電線共同溝方式、要請者負担方式等、様々な手法での

無電柱化を検討する必要がある。 

 

(１) 電線共同溝方式 

電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づき、道路管理者が電線共同溝を整

備し、電線管理者（二者以上）が電線、地上機器を整備する方式である。沿線の各

戸へは地下から電力線や通信線を引き込む仕組みとなっている。県内及び市内にお

いて、これまでに実施された無電柱化の事業手法は電線共同溝方式がほとんどであ

る。 

 

(２) 要請者負担方式 

要請者が原則として事業に必要な費用の全額を負担し、無電柱化を進める手法で

ある。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-1 電線共同溝イメージ図 

(出典:国土交通省ホームページ) 
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５.2 無電柱化の構造 

無電柱化の構造は、管路構造がほとんどである。地域の実情に応じ、裏配線、軒

下配線、ソフト地中化方式等、様々な構造での無電柱化を検討する必要がある。 

 

(１) 裏配線、軒下配線 

電線類の地中化によらない無電柱化の手法として、裏配線や軒下配線がある。地

域住民との合意形成を図った上で実施を検討する。 

 

裏 配 線:無電柱化を図りたい路線(表通り)の電線類を、並行する路線(裏通り)へ配

置しなおし、裏通りから各戸へ供給を行うことで、表通りの無電柱化を図

る手法。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-2 裏配線イメージ図 

(出典:国土交通省ホームページ) 

 

軒下配線:無電柱化を図りたい路線の脇道に電柱を配置し、そこから引き込む電線

類を沿道家屋の軒下または軒先を伝って配置する手法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図5-3 軒下配線イメージ図(出典:国土交通省ホームページ) 

裏通りから供給した事例 

 

裏
通
り 

表
通
り 

裏通り 表通り 

軒下配線 



10 
 

(２) ソフト地中化方式 

歩道が狭く地上機器(変圧器)を設置する十分な面積が確保できない場合等、道路

構造上制限がある場合に、照明灯の柱状上に機器(変圧器)を設置する手法で、本市

内でも導入の実績がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図5-4 ソフト地中化事例 県道82号線(那覇糸満線) (首里末吉町) 

 

５.3 道路事業等に合わせた無電柱化 

無電柱化の実施にあたっては、単独で整備するよりも、道路事業（拡幅、改良）

等と合わせた整備が効率的かつ経済的であることから、これらの事業と時期を合わ

せた無電柱化を検討する。 
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６.無電柱化を推進するための取組み 

６.１ 低コスト手法の導入 

従来の電線共同溝方式では、約3.5 億円／km の整備費用を要し、従来の架空か

らの供給方法と比較し経済性に劣り、無電柱化が普及しない一因となっている。そ

のため、本市においても、より一層無電柱化を推進するため、浅層埋設方式、角型

多条電線管［FEP管］埋設方式、小型ボックス活用埋設方式、既存ストック活用方式

等、様々な低コスト手法を積極的に取り入れた検討を進める必要がある。 

 

(１) 浅層埋設方式 

浅層埋設方式は、従来よりも道路下の浅い位置に管路を埋設する方式である。埋

設位置を浅くすることで、管路埋設時の掘削土量が削減し、特殊部の縮小化が図ら

れ、コスト縮減に繋がる。 

なお、平成28 年4 月から、「電線等の埋設に関する設置基準」が改定され、電

線類を従前の基準より浅く埋設することが可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図6-1 「電線等の埋設物に関する設置基準」 

見直しイメージ図 

(出典:国土交通省ホームページ) 

 

(２) 角型多条電線管［FEP管］埋設方式 

安価で施工性に優れた角型多条電線管を地下

に埋設する方式である。 

同手法は可とう性があり曲がり配管が容易

で、かつ角形で管を密着して施工できるた

め、従来管路に比べ、管路部敷設工で約4割

のコスト縮減が可能となる。 
図6-2 角型多条電線管について 

(出典:国土交通省ホームページ) 
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(３) 小型ボックス活用埋設方式 

電力線と通信線の離隔距離に関する基準が改定されたことを受け、管路の代わり

に小型ボックスを埋設し、同一の空間内に低圧電力線通信線を収容し、電線共同溝

本体の構造を縮小化する方式である。 

同手法は需要密度が比較的低い地域や需要変動が少ない地域で有効であり、区画

整理地内等での実施を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図6-3 小型ボックスイメージ図 

(出典:国土交通省ホームページ) 

 

(４) 既存ストック活用方式 

既存ストック活用方式は、既に占用埋設されている管路、マンホール、ハンドホ

ール等の電力設備、通信設備等を電線共同溝として活用する方式である。既存設備

を活用して電線共同溝を構築するため、施工規模の縮小や、既存埋設物の移設等の

軽減が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図6-4 既存ストックの有効活用整備イメージ 

(出典:国土交通省ホームページ) 
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６.２ 道路法第37 条による占用制限 

自然災害が発生した場合等において、緊急輸送道路や避難路としての機能を果た

すことが想定される路線については、道路法第37 条に基づき新設電柱の占用を制限

する事ができる。 

県内においては平成28 年4 月より国が管理する国道6 路線の約284km で占用

制限が実施されており、本市においては緊急輸送道路等について取り組むこととす

る。 

 

６.３ 占用料の減免措置 

道路における無電柱化をより一層推進するため、那覇市が管理する路線の地下に

設置した電線等については、「那覇市道路占用料徴収条例施行規則」により占用料

の減免を行う。 

 

６.４ 事業のスピードアップ事業 

 各工事の同時施工や事業調整の円滑化による事業のスピードアップを図るため、

発注の工夫等、検討を進める必要がある。 

 

６.５ 無電柱化の推進体制 

道路管理者、電線管理者等で構成される沖縄ブロック無電柱化推進協議会を活用

し、無電柱化の対象路線の調整等、無電柱化の推進に係る調整を行う。 

また、無電柱化に係る工事等を円滑に実施するために占用企業者や地元関係者と

工程等の調整を積極的に行う。 

 

６.６ 本計画の見直し 

 本計画に基づき無電柱化を推進するにあたり、社会情勢の変化や法制度の改定

等、必要に応じて、見直しを行っていくものとする。 

 また、対象路線の追加等による別図、別表の更新については、適宜行っていくも

のとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

那覇市無電柱化推進計画 

2019（令和 1）年 9 月 当初策定 

2022（令和 4）年 1 月 一部改定 

2023（令和 5）年 11 月 一部改定 

那覇市都市みらい部都市計画課 


